
 

 

 

 

★保育士のために宿舎を借り上げている市原市内の保育施設運営法人に対し

補助を行っています。（詳しくは法人へお問い合わせください。） 

 

 

 

 

 

       

★市原市内の保育施設に勤務する保育士に対し、月額３万円を上限に補助金 

を交付します。（施設経由で支給） 

       

 

 

 

 

 

 

 

★市原市内の認可保育施設で保育士として働く人のお子さんの保育所入所 

 を優遇します。（週３０時間以上の勤務条件あり） 

 

 

 

 
 

 

月 額 

補助上限 

5.6 万円 

問い合せ先 

市原市役所保育課 ℡０４３６－２３－９８２９ 

月 額 

3 万円の 

給与上乗せ 

 


